
福島県許諾品種の原種苗生産分譲要領 

 

第１ 趣 旨 

 この要領は、福島県登録品種及び出願品種の種苗許諾運営規程に基づき県が通常利用権を許

諾した品種のうち、園芸作物品種及び特用作物品種の効率的な普及および定着を図るため、許

諾契約者に対して県が分譲する許諾品種原種苗（以下「原種苗」という）の生産、分譲等の取

り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 定 義 

 この要領でいう分譲とは、県が通常利用権を許諾した品種を、当該許諾契約者に対して配布

することをいう。 

２ この要領でいう試験研究機関とは、農業総合センターをいう。 

３ この要領でいう許諾品種の作物種は、別に定めるものとする。 

 

第３ 原種苗の維持、生産、分譲 

  原種苗の維持、生産、及び許諾契約者への分譲は、種苗許諾に係る品種を育成した試験研究

機関が実施するものとする。 

 

第４ 原種苗の形態  

  県が許諾契約者へ分譲する原種苗の形態は、分譲する許諾品種の作物種に応じて、別に定め

るものとする。 

 

第５ 原種苗の価格 

  県が許諾契約者へ分譲する原種苗は、原則として無償とする。 

 

第６ 原種苗の分譲申し込み 

  許諾契約者が県に原種苗の分譲を申し込む場合は、別記様式第１号の福島県許諾品種原種苗

分譲申込書を、試験研究機関の長に提出するものとする。 

２ 試験研究機関の長は、前項の原種苗分譲申込書を受理したときは、農林水産部長に別記様式 

第２号によりその申し込み内容を報告するとともに、当該許諾契約者に別記様式第３号により  

分譲の実施内容を通知するものとする。 

３ 原種苗の分譲時期に応じた申し込み期限は、許諾品種の作物種に応じて、別に定めるものと 

する。ただし、初めて許諾契約する年次及び次年次の分譲申込期限はこの限りでない。 



第７ 原種苗の分譲 

 前条第２項により分譲の実施内容を受理した許諾契約者は、指定のあった日時、場所におい

て分譲を受けるものとする。 

２ 試験研究機関の長は、申し込みを受けた分譲数量を、指定した分譲日時までに生産できない 

場合、当該許諾契約者に対してその旨をすみやかに通知したうえで、分譲数量等を変更するこ 

とができるものとする。 

 

第８ 原種苗分譲数量の記帳と確認 

  試験研究機関は、別記様式第４号の原種苗生産物出納簿を備え、分譲数量を記帳整理して経

過等を明らかにするとともに、分譲時に許諾契約者から確認を受けるものとする。 

 

第９ その他 

 この規程に定めるもののほか、原種苗の維持、生産、及び許諾契約者への分譲等に関し必要

な事項は、農林水産部長が別に定める。 

 

 

        附 則 

   この規程は平成 15 年 4 月 1 日から施行する。 

 

        附 則 

   この規程は平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

 

        附 則 

   この規程は平成 19 年 7 月 13 日から施行する。 

 

        附 則 

   この規程は令和 4 年  1 月  19 日から施行する。 

 



   許諾品種の作物種と分譲する原種苗の形態 

許諾品種の作物種 分譲する原種苗の形態 

 リンゴ   穂木 

 モモ   穂木 

 ブドウ   穂木 

 ナシ   穂木 

 リンドウ 
  種子、苗又は穂木 

 ※交配する場合は交配親の苗 

カラー 苗又は球根 

 イチゴ   苗 

 アスパラガス 
  種子又は苗 

 ※交配する場合は交配親の苗 

 そば   種子 

 

 

   分譲申込期限 

許諾品種の作物種 分譲申込期限 

 リンゴ  分譲を受けようとする年の１１月まで  

 モモ  分譲を受けようとする年の８月まで  

 ブドウ  分譲を受けようとする年の１１月まで  

 ナシ  分譲を受けようとする年の１１月まで  

 リンドウ 分譲を受けようとする日の１年前まで 

 カラー 
苗： 分譲を受けようとする日の１年前まで＊ 

球根：分譲を受けようとする日の２年前まで 

 イチゴ 分譲を受けようとする日の１年前まで ＊ 

 アスパラガス 分譲を受けようとする日の１年前まで ＊ 

 そば  分譲を受けようとする年の前年の３月まで 

 ＊：分譲申込数量が多い等の場合、分譲までに２年程度要する可能性があります。 



（様式第１号） 

 

福 島 県 許 諾 品 種 原 種 苗 分 譲 申 込 書 

 

                                                                   年  月  日 

 

 福島県農業総合センター所長   様 

 

住 所 

許諾契約者氏名                  印 

                                                    法人等にあっては、名称並びに   

                                                    代表者の職及び氏名 

 

 

 福島県許諾品種の原種苗生産分譲要領第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり原種苗の分譲 

を申し込みます。 

記 

１  許 諾 品 種 の 作 物 種 

２  登録（出願）品種の名称 

３ 許 諾 の 期 間        年  月  日 ～     年  月  日 

４  分 譲 申 込 数 量 

    （果樹においては、複生母樹用、苗木用を区別して記載する。） 

５ 前回分譲した原種苗の状況 

 

 



（様式第２号） 

                                                                文 書 記 号 番 号 

                                                                      年  月  日 

 

 農 林 水 産 部 長 様 

 

   農業総合センター所長 

 

福島県許諾品種の原種苗分譲申込みについて（報告） 

 

このことについて、別紙写しのとおり福島県許諾品種原種苗分譲申込書の提出があったので、 

福島県許諾品種の原種苗生産分譲要領第６条第２項の規定に基づき報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 ○○○○部  ○○ 電話○○○－○○○－○○○○） 



（様式第３号） 

                                                                文 書 記 号 番 号 

                                                                      年  月  日 

 

             様 

 

 福島県農業総合センター所長 

 

福島県許諾品種の原種苗分譲について（通知） 

     年  月  日付け福島県許諾品種原種苗分譲申込書で分譲依頼があったこのことにつ 

いて、下記により分譲します。 

記 

１  許 諾 品 種 の 作 物 種 

２  登録（出願）品種の名称 

３  分 譲 数 量 

４ 分 譲 予 定 時 期 

５ 分 譲 場 所 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務担当 ○○○○部  ○○ 電話○○○－○○○－○○○○） 



（様式第４号） 

 

 

 

 

福島県許諾品種の原種苗生産物出納簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

           登録(出願)品種名： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 島 県 農 業 総 合 セ ン タ ー 

 



福島県許諾品種の原種苗生産物出納簿 

 

登録（出願）品種名  単 位  

原種苗管 

理権者印 

年  月  日 分譲申込（許諾契約者）名 

受 払 

備   考 

数   量 数   量 そ の 他 受 領 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受領印は、許諾契約者からの受領書をもってこれに代えることができる。  

 


